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ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル 第 4.1 版 変更・修正点 

平成 23 年 3 月改訂 

１．算出事例の追加  

・新しく対象業種に追加された医療業における算出事例を追加しました。（第Ⅲ

部） 

 

２．新規対象物質に関する情報の更新  

・新しく追加された対象物質についての用途情報、石油系燃料等中の含有率等の

情報を更新しました。（第Ⅲ部） 

・新しく追加された対象物質の算出事例を追加しました。（第Ⅲ部） 

 

３．届出書変更に伴う修正  

・新しい届出書に対応した届出書の記入例を追加しました。（第Ⅰ部、第Ⅱ部） 

・新しく追加された届出事項の「廃棄物の処理方法」や「廃棄物の種類」等に関

する必要な解説等を追加しました。（第Ⅱ部） 

 

４．その他  

・対象業種について日本標準産業分類（平成５年改定）に基づくものであること

が分かるようにする等の補足説明を追加しました。（第Ⅱ部、第Ⅲ部） 

・Ｑ＆Ａの見直しを行いました。（第Ⅲ部） 

・その他、より分かりやすい表現への修正等を行いました。（全般） 
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はじめに 

 

ＰＲＴＲ制 度 （Pollutant Release and Transfer Register：化 学 物 質 排 出 移 動

量 届 出 制 度 ）は、人 の健 康 や生 態 系 に有 害 なおそれがある特 定 の化 学 物 質 に

ついて、その環 境 中 への排 出 量 及 び廃 棄 物 に含 まれて事 業 所 の外 に移 動 する

量 を事 業 者 が自 ら把 握 し、都 道 府 県 等 を経 由 して国 に報 告 し、国 は事 業 者 から

の報 告 や統 計 資 料 等 を用 いた推 計 に基 づき、排 出 量 ・移 動 量 を集 計 ・公 表 する

仕 組 みです。このＰＲＴＲ制 度 の導 入 を柱 の１つとした「特 定 化 学 物 質 の環 境 へ

の排 出 量 の把 握 等 及 び管 理 の改 善 の促 進 に関 する法 律 （以 下 、「化 管 法 」とい

う。）」が、平 成 １１年 ７月 に制 定 、平 成 １２年 ３月 に施 行 され、ＰＲＴＲ制 度 に基 づ

く届 出 や集 計 結 果 の公 表 はこれまで９回 行 われました。 

 

化 学 物 質 の排 出 量 や移 動 量 は、基 本 的 に、物 質 収 支 、実 測 、排 出 係 数 又

は物 性 値 を用 いた計 算 によって算 出 することになっています。そこで、事 業 者 の

方 々が排 出 量 等 を把 握 する際 の参 考 として用 いていただくことを目 的 とし、平 成

１３年 ４月 に、排 出 量 等 を算 出 するに当 たっての考 え方 や手 法 を取 りまとめた「Ｐ

ＲＴＲ排 出 量 等 算 出 マニュアル」を作 成 しました。 

 

その後 、化 管 法 の施 行 ７年 後 （平 成 １９年 ３月 ）の見 直 しとして、中 央 環 境 審

議 会 及 び産 業 構 造 審 議 会 の合 同 会 合 において、ＰＲＴＲ制 度 等 の施 行 状 況 の

評 価 、課 題 の整 理 、措 置 の検 討 を行 い、平 成 １９年 ８月 に中 間 とりまとめを公 表

しました。本 中 間 とりまとめにおいて、届 出 排 出 量 等 の把 握 手 法 については、そ

れぞれの手 法 の中 からより精 度 の高 いものを事 業 者 が選 択 できるよう、必 要 なガ

イダンスの追 加 を検 討 すべきことが提 言 されています。 

また、平 成 ２０年 １１月 に、第 一 種 指 定 化 学 物 質 を３５４物 質 から４６２物 質 に

変 更 する等 の対 象 物 質 の見 直 し及 び第 一 種 指 定 化 学 物 質 等 取 扱 事 業 者 にな

り得 る業 種 への医 療 業 の追 加 を内 容 とする化 管 法 の政 令 改 正 が行 なわれました。

このため、事 業 者 に対 し、新 規 に追 加 される第 一 種 指 定 化 学 物 質 の排 出 量 等

を算 出 するための考 え方 や関 連 データを取 りまとめる必 要 があります。 

 

これらの状 況 を踏 まえ、今 般 、ＰＲＴＲ排 出 量 等 算 出 マニュアルの一 部 改 訂 を

行 いましたので、化 管 法 に基 づく化 学 物 質 の排 出 量 等 の算 出 に当 たり御 参 考

にしていただけると幸 いです。なお、本 マニュアルは、平 成 １３年 ４月 に初 版 、平

成 １５年 １月 に第 ２版 、平 成 １６年 １月 に第 ３版 及 び平 成 ２１年 ３月 に第 ４版 を作

成 しており、今 後 とも、新 規 に追 加 された第 一 種 指 定 化 学 物 質 の実 際 の用 途 等

について必 要 に応 じて見 直 し、内 容 を一 層 充 実 させる予 定 です。 

本 マニュアルを作 成 するに当 たっては、学 識 者 等 からなる「ＰＲＴＲ排 出 量 等 算

出 方 法 等 検 討 会 （座 長 ：藤 江 幸 一  国 立 大 学 法 人 横 浜 国 立 大 学 大 学 院  教

授 ）」を環 境 省 からの請 負 先 である（株 ）エックス都 市 研 究 所 に設 置 し、貴 重 な御

意 見 をいただきました。謝 してお礼 申 し上 げます。 

 

経 済 産 業 省 製 造 産 業 局 化 学 物 質 管 理 課 
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